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1. はじめに、ヨーロピアナについて

デジタルアーカイブという概念と実践が我が
国において重視されはじめて久しいが、ここ数
年、「ナショナルデジタルアーカイブ」というもの
が、強く関心を集め始めている。本稿ではそれ
を、我が国の各種アーカイブ機関が有する多様
な文化資源のデジタルアーカイブを、国家が管
理する集権的なサーバに集めて管理するもの
ではなく、多様な形態で各種アーカイブ機関が
保存・公開するデジタルアーカイブの情報を集
約し、そのアクセス向上と利活用を促すポータ
ル、プラットフォームを形作るための構想として
定義する。
そのような構想の代表格が、欧州のヨーロピ

アナ（Europeana）である。ヨーロピアナについ
ては、我が国でも多くの優れた紹介や解説が
出されつつあるので説明は簡易に留めるが、
2016年現在で全欧州3,500以上のアーカイブ
機関が参加し、5,000万点を数えるデジタル文
化資源のメタデータを集約し、一括でのアク
セスを提供している。対象とする文化資源は、
ミュージアム・図書館・文書館などの伝統的な文
化施設が保有する作品に加え、映画やテレビ番
組、ファッションなどの現代文化アーカイブまで
をも広く含む。欧州連合は「スープラ」ナショナ
ル（超国家）な存在であり、それが運営するヨー
ロピアナを「ナショナル」デジタルアーカイブと
表現することは事実記述としても政治的にも適
切ではない。しかし、ある政治的・地理的範囲に
基づいてデジタルアーカイブの集約基盤を作
ろうとするヨーロピアナは、米国デジタル公共
図書館（DPLA）をはじめとする各国のナショナ
ルデジタルアーカイブ構築のモデルとされてお
り、後述するように我が国も例外ではない。
ヨーロピアナの構造的特徴は、そのデジタル
アーカイブ・メタデータの集約に際して、直接個
別のアーカイブ機関と連携を行うのではなく、

国や地域、あるいは分野やテーマごとに組織
される、「アグリゲーター」という組織の役割を
重視していることである。アグリゲーターは、対
象とするアーカイブ機関のメタデータを集約し
ヨーロピアナに届けるほか、参加アーカイブ機
関に対する技術的・人的支援、コミュニティ形
成や人材育成をはじめとする、デジタルアーカ
イブの推進拠点としての活動も行っている。ア
グリゲーターは、関係するアーカイブ施設の連
合や各国政府の施策によって組織されることも
あるが、ヨーロピアナ自身が、欧州連合から提
供された資金を再配分する形で、特定分野や
テーマごとの集約強化を行うために組織する
ことも多い。ヨーロピアナは当初、公的なMLA

（ミュージアム、図書館、文書館）等が保有する、
主に著作権保護期間が満了した伝統的な文化
資源を中心に拡大してきたが、ヨーロピアナが
欧州文化の中心的プラットフォームとしての位
置付けを確たるものにするにつれ、ファッション
分野のヨーロピアナ・ファッション、映画分野の
ヨーロピアン・フィルム・ゲートウェイ、オーディ
オビジュアル分野のEUスクリーン等のアグリ
ゲーター組織の構築と連携が進み、伝統文化
にとどまらない、現代文化分野のデジタルアー
カイブが大きく存在感を増してきている。
欧州連合加盟国のみで28を数える多様な

国々、そして数多くの専門分野にわたるデジタ
ルアーカイブの集約が困難をきわめることは、
容易に想像がつく。その実現の基盤となるの
が、ヨーロピアナを取り巻く、多層的なルール
の構造である。ヨーロピアナは主として欧州連
合のイニシアティブによって設立・運営されて
きたものであり、まず、欧州連合レベルで策定
されるルールの役割が大きい。特に2011年
の「欧州文化遺産の電子化と公開、保存に
関する欧州委員会勧告」は、加盟国に対して、
（1）公的資金による将来の全ての電子化事
業について、電子化された資料のヨーロピア

ナを通じたアクセスを条件付けること、（2）多様
な領域の文化資源をヨーロピアナに届ける、国
や地域単位のアグリゲーターを創設・強化する
と共に、特定の分野やテーマに関する越境的
なアグリゲーターを支援すること、（3）ヨーロピ
アナとアーカイブ機関の協力によって定義され
た共通のデジタル化・メタデータ標準の利用と
永続的識別子の体系的な利用を実現すること、
（4）ヨーロピアナのようなポータルや革新的な
アプリケーションを通じた再利用を可能とする
ため、文化施設が作成するメタデータの広範か
つ自由な利用可能性を実現すること、などを求
めている。特にデジタルアーカイブの連携や利
活用に不可欠となるメタデータの自由利用に
関しては、EUのオープンデータ政策の基盤で
ある「公共セクター情報の再利用指令」（2003

年成立、2013年改正）により、すべての公的文化
施設は、無料かきわめて低廉な価格により、電
子的に判読可能な形で、誰にでも非差別に公
開することが求められる。欧州連合各国は、こ
れらの勧告や指令を国内的に実施することで、
ヨーロピアナの拡大を政策的に支援している
のである。
さらにヨーロピアナ自身も、これらの内容を
具体化させる形で、数多くの重要なルールやガ
イドラインを策定している。その中核となるの
が、ヨーロピアナとデータ提供機関（アグリゲー
ターや個別アーカイブ機関）の間で締結される、
データ交換協定（Data Exchange Agreement ）
と呼ばれる文書である。データ交換協定は、
データ提供機関に対して、（1）ヨーロピアナへ
の提供データが共通のEDM（Europeana Data 

Model）に準拠していること、（2）すべての提供
メタデータは、CC0という法的ツールにより完
全に権利が放棄されパブリック・ドメインに供
されること、（3）コンテンツの知的財産権につ
いての正確な情報をメタデータに記述する最
大限の努力を行うこと、（4）画像の縮小版や音
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声・映像の一部を示すプレビューに関しては、
メタデータの権利表記領域に記述された条件
に基づいて再利用を許可すること、などを求め
ている。アグリゲーターや個別アーカイブ機関
で公開されるデータ自体は、技術的にも権利の
取扱いにおいても、国や地域、分野ごとの独自
性を反映させた形で多様に管理されているが、
連携のために必要な最低限の基準を共有する
ことにより、全欧州を包括するプラットフォーム
の構築が可能となっている。

2. 何のために必要なのか

このようなヨーロピアナの構造は、何のため
に作られたのだろうか。その中核的な理由の
ひとつは、ヨーロピアナ設立においても主導
的な役割を果たした、当時フランス国立図書館
（BNF）館長のジャン-ノエル・ジャンヌネーによ
る著書、『Googleとの闘い̶文化の多様性を守
るために』に記述されている。原著が出版され
た2005年は、日本でも広く耳目を集めたグー
グルの大規模な書籍電子化プロジェクトが発
表された時期であった。膨大な資金力をもとに
数千万の書籍電子化を進めるこのプロジェク
トは、資金難に苦しむアーカイブ機関への福音
であったと同時に、欧州にとっては、自らのアイ
デンティティの根幹である文化資源を、アメリ
カの一企業に独占されるのではないかという
危機意識を呼び起こした。欧州各国で90パー
セント以上のシェアを占めるグーグルの検索エ
ンジンを通じて、世界中の人々が欧州の文化資
源にアクセスすることが常態化すれば、つまり
グーグルが欧州文化のポータルの位置付けを
占めてしまえば、欧州文化資源の価値は、事実
上、グーグルのアルゴリズムによって序列付け
られることになりかねない。英語を基盤とした
グーグルのサービスが、欧州各国の言語で書

かれた知識の序列を低く位置付けることも危惧
された。このような危機意識が、グーグルと対
抗しうる、欧州自身によるデジタル時代の文化
的アイデンティティの構築、そして世界への文
化的発信の本拠地となる、「スープラ」ナショナ
ルデジタルアーカイブとしての、ヨーロピアナ
の構築を急がせたのである。
ところで、グーグルをはじめとする米国資本

グローバル・プラットフォームへのEUの危機意
識は、デジタルアーカイブの領域に限られたこ
とではない。検索順位の恣意的操作をめぐる
競争当局の調査、ニュース配信サービスに対抗
する「グーグル税」の試み、あるいは自らの氏
名の検索結果に対する個人の異議申立を可能
とする「忘れられる権利」の導入をはじめ、米国
資本への対抗を明確に意識した欧州の法政策
は枚挙にいとまがない。2016年1月にブリュッ
セルで開催されたデータ保護分野の大規模
な会議において、欧州議会議長のマーティン・
シュルツが行った、「技術的、全体主義、政治、
民主主義」と題する基調講演の次の一節は象
徴的であろう。「フェイスブック、グーグル、アリ
ババ、アマゾン。これらの企業が新しい世界の
秩序を形作ることは許されるべきではない。彼
らにそのような権限はない！それは民主的に選
ばれた、ルールとその法制化に合意した人々の
代表者の、固有の任務でなければならない。規
制者の判断に異議を唱える誰もが、民主的な
社会の努力を通じた政治的方法により、それを
覆そうとすることができる。それを我々は、民主
主義と呼ぶのだ」。私企業によるデータやアク
セス経路の独占が、実質的な世界秩序の形成
にすらつながりかねないという懸念のもと、デ
ジタル時代における民主主義を制度的に担保
していくことが、欧州の情報政策の根幹に存在
すると理解することができる。
しかし、このような文脈を前提にしたとして
も、ヨーロピアナは、単にグーグルをはじめと

するグローバル・プラットフォームとの競争・対
立的な関係にあるわけではないことに留意す
る必要がある。ヨーロピアナに集約されるデジ
タルアーカイブ、特に書籍分野に関しては、相
当程度がグーグルの電子化プロジェクトによっ
て作成されたものである。ヨーロピアナは、そ
れら外国資本によって散発的に生み出される
デジタル文化資源をも、欧州文化資源のコレ
クションの一部として取り込み、適切に位置付
けようとする試みであると理解できる。さらに
グーグルは最近になり、「グーグル・アート・プ
ロジェクト」を開始し、世界中の主要アーカイブ
機関が参加する高機能なデジタルアーカイブ・
ポータルを構築している。意外なことかもしれ
ないが、そこにはヨーロピアナ自身が自らの特
設ページを設け、全欧州のアーカイブ機関から
集約したデータを積極的に公開している。ヨー
ロピアナは、米国資本のグローバル・プラット
フォームに対抗するだけではなく、グローバル
な市場の力と、欧州文化のしかるべき協力関係
のあり方をも模索しているのである。
ヨーロピアナの集約データは、メタデータが
全てパブリック・ドメインに供されていることに
加え、そのプレビュー等についても、クリエイ
ティブ・コモンズ・ライセンスやパブリック・ドメ
イン・マークの付与などにより、5,000万点のう
ち3割以上が自由に再利用可能とされている。
それらのデータは、個人や企業の創造的活動
や教育・研究活動、新たなデジタルサービスの
構築に用いられると共に、フェイスブックやピン
タレスト、インスタグラム、タンブラーをはじめ
とするソーシャルメディアサービスに向けても
積極的な公開が行なわれている。特にウィキペ
ディアの素材レポジトリであるウィキメディア・
コモンズは、ヨーロピアナの戦略的なデータ提
供対象として位置付けられている。この目的の
一つは、ヨーロピアナや個別文化施設のウェ
ブサイト自体よりもアクセス数の多いプラット
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フォーム上にデータを露出することで、データ
の閲覧数を増やし、デジタルアーカイブの社会
的価値と欧州文化遺産の発信を最大化しよう
とすることにある。それはすなわち、静的なウェ
ブサイト上で訪問者が見るという、いわばウェ
ブ1.0的なモデルに基づくデジタルアーカイブ
から、ウェブ2.0という言葉に象徴される、現代
のダイナミックな情報環境における、デジタル
アーカイブの新たな役割を見出そうとする試み
であると理解できる。

3. 我が国の状況

ひるがえって、我が国のデジタルアーカイブ
はどのような状況にあるだろうか。長らくの関
係者の努力により、分野ごとのデジタルアーカ
イブの構築は着実に進められており、10万点
以上の文化遺産データを公開する文化遺産オ
ンラインや、270万冊以上のデジタル書籍を有
する国立国会図書館デジタルコレクションなど
がその白眉と位置づけられる。とはいえ書籍だ
けを見ても、グーグルという一私企業がデジタ
ル化した数千万冊にすら、国家の威信をかけた
デジタル化事業の数量が遠く及ばないことに
鑑みれば、資金面を含めた政策的施策の強化・
梃入れが不可欠であることは、衆目の一致する
ところであろう。
同様に大きな論点が、発見可能性の問題で

ある。いかに多大な予算をかけて公開された
デジタルアーカイブも、見つからなければ意味
がない。ヨーロピアナに類するナショナルレベ
ルの統合ポータルとしては、すでに国立国会図
書館サーチが1億件以上のメタデータを集約し
ているが、その多くは図書館所蔵情報などの純
然たるメタデータであり、原則としてクリック数
回で作品自体のデジタルデータにアクセスで
きるヨーロピアナとは、大きく性質が異なる。そ

の集約範囲についても、到底全国・各分野のデ
ジタルアーカイブを網羅できているとは言い難
い。メタデータやプレビューの自由利用促進に
至っては、ほぼ未着手というべき状況である。
端的に、我が国がこれまで多大な予算をかけて
構築してきたデジタルアーカイブにアクセスす
るためのポータル、すなわち実質的な意味での
日本のナショナルデジタルアーカイブは、国内
的にも対外的にも、民間の検索エンジンなので
ある。我が国ではグーグルとヤフーという二大
検索企業がシェアを拮抗している分、文化や知
識へのアクセス経路の独占という観点からは、
まだ、救いがあると言えるのかもしれない。
このような状況の中、我が国の知的財産関連
政策の大綱を定める知的財産推進計画2015

において、デジタルアーカイブへのアクセスを
向上する「統合ポータル」の必要性が明確に言
及されるに至る。同計画では、デジタルアーカ
イブの現状について、「個々の機関、 分野ごと
に取組は進みつつあるが、アーカイブ間の連携
が十分図られておらず、分野ごとの束ね役（ア
グリゲーター）の明確化とデジタル化した資料
を一元的に利用できる環境の整備を加速させ
る必要がある」という問題意識のもと、「分野横
断的な検索が可能なポータルサイトの整備に
ついての取組を進める」ことが示された。そし
てアーカイブ利活用促進の施策として、「デジタ
ル化されたコンテンツの二次利用（美術品等の
画像データの出版物等への利用や著作権の切れた

書籍の再出版、映像コンテンツの教育現場での利用

等）」などが明記されている。アグリゲーターの
概念をはじめ、いわば「日本版ヨーロピアナ」
の必要性を、明確に意識した記述と言えるだろ
う。それら施策を具体的に進めるために、2015

年9月には内閣官房知的財産戦略本部に「デジ
タルアーカイブに関する関係省庁等連絡会及
び実務者協議会」が設けられ、我が国における
デジタルアーカイブの連携拡大と、メタデータ

のオープン化やデジタルデータの利用促進に
向けた作業が進められているところである。

4. ナショナルデジタルアーカイブの条件、
　試論

多様な個性を持った我が国の地域や専門分
野、そこで活動する膨大な文化施設のデジタ
ルアーカイブの連携と集約を進め、仮想的な
ナショナルデジタルアーカイブを構築すること
は、いかに明確な国家的意思や支援が存在し
たとしても、容易な作業ではありえない。そのよ
うなとき、おそらくは我が国よりも相当程度複
雑な文化的多様性を抱える欧州において、そ
れを着実に推し進めるヨーロピアナの施策と
構造から学ぶことができる点は少なくないはず
である。上記協議会の公開文書でも示されるよ
うな、アグリゲーターの明確化、そして連携に
不可欠となるメタデータのオープン化（CC0化）
や、クリエイティブ・コモンズ等の適用によるプ
レビュー等データの利活用促進といった具体
的な施策は、DPLAなどの欧州外の施策におい
ても重視される国際標準となりつつある。
しかしそのような施策の必要性自体、まだ我
が国では自明とは言えない。それらの施策が
円滑に進められるためには、ナショナルデジタ
ルアーカイブを構築することで実現しようとす
る理念、いわば各種施策の基底にあるべき根
本規範について、広くアーカイブ機関の関係
者、そして国民の間での合意を得ることが不可
欠となるだろう。それはすなわち、ミュージア
ム・図書館・文書館をはじめとするアーカイブ機
関、そして企業や政府機関などが持つ多様な
文化資源の連合体としての性格を有しつつも、
同時に新たな種類のカルチュラル・インスティ
テュートとしての性質を帯びざるをえない、ナ
ショナルデジタルアーカイブという存在の、成

ナショナルデジタルアーカイブの条件について    Conditions for National Digital Archive
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を兼ねる。専門分野は日米欧の情報政策、デジタルアーカイ

ブの法政策。著書に『情報社会と共同規制』等。

立条件を考えることに他ならない。それを明ら
かにするためには、長い時間をかけた言説と実
践の積み重ねが必要となろうが、ここでは問題
提起のための試論として、ヨーロピアナの施策
を参考にしながら、3つの条件を提示したい。
第一に、ナショナルデジタルアーカイブは、

それぞれの地域や分野、個別のアーカイブ機
関が蓄積してきた専門性や自律性、多様性、独
自性を尊重し、それを強化するものでなければ
ならない。ヨーロピアナのアグリゲーター単位
での活動を重視した連携構造は、そのための
基礎となる枠組みであると言うことができる。
ヨーロピアナ自身は、原則的には各国・地域や
分野ごとのアグリゲーターやアーカイブ機関が
公開するデジタルアーカイブへの導線に過ぎ
ず、専門性を反映した詳細なメタデータや、高
品質なデジタルデータ自体は、それぞれの機
関が独自に保存・管理・公開を行う。アグリゲー
ター単位でのデジタルアーカイブ推進や人材
育成、コミュニティ形成を基盤とし、それをメタ
データレベルで緩やかに接続することにより、
ヨーロピアナは成り立つ。アグリゲーター構造
は、ITサービスを使ったなし崩し的な連携では
蔑ろにされかねない、地域や分野ごとの固有性
や独自性を、デジタル環境においても制度的に
保障する装置として位置付けられるべきである。
同時に、広域的な連携・集約と統合的な利活
用を可能にしていくためには、メタデータの標
準化やオープン化、利用条件の設定等におけ
る最低限の共通ルール、すなわち「法」が必要
となる。ヨーロピアナの運営、そしてデータ交
換協定やEDMの策定をはじめとした意思決定
は、各アグリゲーターの代表者、政府関係者、
研究教育機関や企業等の利用者コミュニティ
によって構成される、マルチステイクホルダー・
プロセスの中で実現されている。スープラナ
ショナルであれ、一国であれ、ナショナルデジ
タルアーカイブという共同体の構成員を制約

する法の制定は、構成員自身の民主的手続き
により担われる必要がある。
第二に、ナショナルデジタルアーカイブは、

利用者の自由を最大限に拡大するものでなけ
ればならない。文化のデジタル化とネットワー
ク化は、これまで文化の一方的な受容者として
位置付けられてきた個々の市民が、能動的な創
造活動と発信を行うための機会を拡大してい
る。公共的な知識の基盤であるアーカイブ機関
は、そのような文化の民主化の可能性を、最大
限に支援し、強化する役割を果たす必要があ
る。メタデータのオープン化やクリエイティブ・
コモンズの適用をはじめとする、ヨーロピアナ
におけるデジタルアーカイブの利活用促進策
は、そのための中核的な基盤であると言うこと
ができる。ナショナルデジタルアーカイブは、自
由な創造活動の基盤、そして表現の自由のイン
フラストラクチャーとして、万人による自由なデ
ジタルアーカイブの利用可能性を保障するべ
きである。
第三に、ナショナルデジタルアーカイブは、

社会における知識の創造、記憶の継承、共同体
のアイデンティティ形成を促すものでなければ
ならない。文化資源が分野横断的に発見・利用
可能になることは、個別に分断されていた状態
ではなしえなかった新たな知識の創造活動を
可能とすると共に、その知識がまた、文化資源
としてアーカイブ機関に保存されることにより、
社会における知的創造と蓄積の循環を強化し、
社会が有する記憶の継承に資することになる。
ヨーロピアナにおいて重視される、ある出来事
や歴史に関わるテキストや画像・映像等を駆使
し、インターネット上に物語を再現しようとする
デジタル・キュレーションは、その象徴的な取り
組みと言える。記憶の継承は、国や地域、専門
分野、そしてそれらを超えたグローバルな共同
体のアイデンティティを形作る礎となる。ナショ
ナルデジタルアーカイブは、アーカイブ機関と

いう文化の「ストック」と、利用という「フロー」
の相互作用を促進するプラットフォームとして
機能するべきである。

5. おわりに、ナショナルを超えて

本稿では紙幅の都合により、海外の施策の
紹介はヨーロピアナのみにとどめざるをえな
い。しかし現在、「ナショナル」デジタルアーカ
イブの構築は、欧州や米国、そしてアジアや南
米、中東やアフリカなどにおいても、それぞれ
の文化的背景を反映しながら、着実に歩みが
進められている。それらのアーカイブは、ナショ
ナルな、あるいは地域や分野のアイデンティ
ティを礎にしながらも、インターネットの上に、
世界共通のデジタルアーカイブを形作るため
の歩みでもある。我が国のデジタルアーカイブ
が、そのようなグローバルな知識の公共的基盤
の形成に、意味のある役割を果たしていけるこ
とを期待したい。


